
広報ようろう 2019.7.15

消費税・地方消費税率引上げが低所得者・子育て世帯への消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費

を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の発行・販売などの事業の実施に伴い、

取扱店を募集します。

申 問〒503－1392 養老町高田798番地

企業誘致・商工観光課

�32－1108 32－2686

10syokou@town.yoro.gifu.jp

詳しくは、町ホームページに掲載の「養老町プレミアム付商品券取扱店募集要項」をご確認ください。

■募集期間

７月１日（月）～令和２年２月28日（金）

■申込方法

申請書を記載のうえ、持参・郵送により提出してください。

■登録・換金手数料

無料

■登録資格

町内に事業所（店舗）を有すること。

次に掲げる事業所は除外します。

（１）養老町暴力団排除条例第２条第１項から第３項に掲

げる者また暴力団等と密接な関係を有するもの

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第２条第１項第４号及び第５号で定められる営業並

びに同条第５項で定められる性風俗関連特殊営業を

行うもの

（３）特定の宗教または政治団体と関わるもの

（４）公序良俗に反する営業を行うもの

（５）その他町長が不適当と認める営業を行うもの

■商品券有効期限

10月１日（火）～令和２年３月31日（火）まで

※期限切れの商品券は無効となります。

■商品券換金期限

令和２年４月10日（金）まで

※期限を過ぎた場合は、換金できません。

■対象外商品など

（１）現金への換金

（２）換金性があり、広域的に流通しうるものの購入

（有価証券、ビール券、図書券、切手、印紙、プ

リペイドカードなど）

（３）たばこの購入

（４）出資および債務の支払い（税金、ガスなど）

（５）国および地方公共団体への支払い

（６）振込手数料、公共料金の支払い

（７）土地、家屋、家賃、地代および駐車場等の不動産

にかかる支払い

（８）医療保険や介護保険などの一部負担金にかかる支

払い

（９）その他町長が不適切と認めるもの
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